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一般社団法人等を利用した相続税節税策に規制 

 

平成 30 年度税制改正で、一般社団法人等を利用した相続税節税策を封じるた

めの改正が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・贈与税の見直し 

  「役員等に占める親族の割合が 1/3以下」等の要件を満たさない場合には、 

資産の移転時に贈与税を課税 

 

・相続税の課税 

  「同族役員数の総役員数に占める割合が 1/2超」等の場合には、社団法人に 

相続税を課税 

 

行き過ぎた節税策には必ず規制がかかります・・・ 

 

 郵送ではなく e-mail での配信を希望される方はご連絡ください     
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